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富 士 見 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て 

 富士見市税条例（昭和３２年条例第１５号）の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定する。 
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提 案 理 由 

地方税法の一部改正に伴い、富士見市税条例の一部を改正したいので、地方自治法

第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出します。 



 

 

富 士 見 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

富士見市税条例（昭和３２年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第６１条の次に次の１条を加える。 

（法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合） 

第６１条の２ 法第３４９条の３第２８項に規定する条例で定める割合は３分の１と

する。 

２ 法第３４９条の３第２９項に規定する条例で定める割合は３分の１とする。 

３ 法第３４９条の３第３０項に規定する条例で定める割合は３分の１とする。 

附則第５条第１項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 

附則第１０条の２中第１７項を第１９項とし、第１６項の次に次の２項を加える。 

１７ 法附則第１５条第４４項に規定する条例で定める割合は３分の１とする。 

１８ 法附則第１５条第４５項に規定する条例で定める割合は３分の２とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

 (1) 附則第５条第１項の改正規定及び次条の規定 平成３１年１月１日 

 (2) 附則第４条の規定 平成３１年１０月１日 

(3) 附則第１０条の２中第１７項を第１９項とし、第１６項の次に２項を加える改

正規定（同条第１８項に係る部分に限る。） 都市緑地法等の一部を改正する法

律（平成２９年法律第２６号）の施行の日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の富士見市税条例（以下「新条例」という。）の規定

中個人の市民税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２８年度分までの固



 

定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第６１条の２の規定は、平成３０年度以後の年度分の固定資産税について

適用し、平成２９年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第１０条の２第１７項の規定は、平成２９年４月１日以後に補助を受

ける地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２

号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第 

１５条第４４項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課

すべき平成３０年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 （富士見市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 富士見市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年条例第９号）の一部を

次のように改正する。 

附則第６条中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「新条例第８２条及び

新条例」を「富士見市税条例第８２条及び」に改め、「左欄に掲げる」の次に「同

条例の」を加え、同条の表を次のように改める。 

第８２条第２号ア(ｲ) ３,９００円 ３,１００円 

第８２条第２号ア(ｳ)ａ ６,９００円 ５,５００円 

１０,８００円 ７,２００円 

第８２条第２号ア(ｳ)ｂ ３,８００円 ３,０００円 

５,０００円 ４,０００円 

附則第１６条第１項 第８２条 富士見市税条例等の一部を改正

する条例（平成２６年条例第９

号。以下この条において「平成

２６年改正条例」という。）附

則第６条の規定により読み替え

て適用される第８２条 

附則第１６条第１項の表

第２号ア(ｲ)の項 

第２号ア(ｲ) 平成２６年改正条例附則第６条

の規定により読み替えて適用さ

れる第８２条第２号ア(ｲ) 

３,９００円 ３,１００円 



 

附則第１６条第１項の表

第２号ア(ｳ)ａの項 

第２号ア(ｳ)ａ 平成２６年改正条例附則第６条

の規定により読み替えて適用さ

れる第８２条第２号ア(ｳ)ａ 

６,９００円 ５,５００円 

１０,８００円 ７,２００円 

附則第１６条第１項の表

第２号ア(ｳ)ｂの項 

第２号ア(ｳ)ｂ 平成２６年改正条例附則第６条

の規定により読み替えて適用さ

れる第８２条第２号ア(ｳ)ｂ 

３,８００円 ３,０００円 

５,０００円 ４,０００円 

 


